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１ 

大磯町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 

１ 改正概要  

 新型コロナウイルス感染症対策に伴う本町の財政並びに町民生活及び地域経済へ

の影響を勘案し、令和２年６月１日から令和３年３月31日までの間に限り、町長、副

町長及び教育長の給料月額及び期末手当の支給額を100分の20に相当する額を削減す

るため、規定の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容 

（１）町長、副町長及び教育長に支給する給料月額、期末手当の額を、それぞれ条例の

本則に定める額から100分の20に相当する額を減額して支給する規定を条例の附則

に追加します。 

（２）減額を行う期間は、令和２年６月１日から令和３年３月31日までの間に限るもの

とします。 

（３）施行日は、公布の日からとします。 

 

 

 

＜参考＞ 

条例改正による削減額 

 給料月額 期末手当 計 

町 長 1,626,040円 738,710円 2,364,750円 

副町長 1,320,760円 600,022円 1,920,782円 

教育長 1,219,000円 553,792円 1,772,792円 

計 4,165,800円 1,892,524円 6,058,324円 

  ※給料月額（地域手当６％含む）：令和２年６月～令和３年３月支給分の計 

  ※期末手当：令和２年６月及び12月支給分の計 

 



大磯町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例 新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第４条 省略 

附 則 

第１条～第４条 省略 

附 則 

１～23 省略 １～23 省略 

24 第２条第１項の規定にかかわらず、令和２年６月１日から令和３年３月31

日までの間に限り、町長、副町長及び教育長に支給する給料月額は、第２条

第１項に規定する額から100分の20に相当する額を減じた額とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

25 第３条の規定にかかわらず、令和２年６月１日から令和３年３月31日まで

の間に限り、町長、副町長及び教育長に支給する期末手当の額は、同条に規

定する額から100分の20に相当する額を減じた額とする。 

 

別表（第２条関係） 

職名 給料月額 

町長 767,000円 

副町長 623,000円 

教育委員会の教育長 575,000円 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

職名 給料月額 

町長 767,000円 

副町長 623,000円 
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